
没
落
士
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

ー
ー
明
治
初
期
の
政
治
小
説
|
|

野

村

幸

良R

は

じ

め

に

矢
野
龍
渓
『
経
国
美
談
』

は
、
全
編
が
明
治
一
六
年
三
月
、
後
編
が
明
治
一
七
年
二
月
、
い
ず
れ
も
報
知
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て

い
る
。
谷
崎
潤
一
郎
の
「
幼
年
時
代
」
に
は
、
『
経
由
美
談
』
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。

稲
葉
先
生
は
此
の
少
年
た
ち
(
筆
者
注
、
守
経
国
美
談
』
に
登
場
す
る
、
後
に
「
斎
武
ノ
国
勢
ヲ
振
興
シ
遂
ニ
斎
武
ヲ
シ
テ
一
タ
ヒ
列

強
盟
主
ノ
地
位
一
一
立
タ
シ
メ
タ
ル
英
雄
」
と
な
る
「
少
年
た
ち
」
を
指
ナ
)
が
雪
白
の
老
翁
か
ら
、
昔
ア
ゼ
ン
ス
が
ス
パ
ル
タ
に
攻

没落士族のナショナリズム

め
ら
れ
て
国
都
も
危
う
く
な
っ
た
時
、

ア
ゼ
ン
ス
の
賢
王
格
徳
が
身
を
犠
牲
に
し
て
困
難
を
救
っ
た
話
や
、
又
ア
ゼ
ン
ス
が

人
民
の
利
害
を
顧
み
な
い
寡
頭
政
治
の
天
下
に
な
っ
て
苦
し
ん
で
ゐ
た
時
、
士
良
武
と
云
ふ
英
傑
が
出
て
虐
げ
ら
れ
た
人
々

を
鼓
舞
し
、
軍
勢
を
糾
合
し
て
三
十
好
党
を
平
げ
、
再
び
ア
ゼ
ン
ス
を
本
来
の
民
政
国
に
復
し
た
話
を
聞
い
て
大
い
に
発
奮

し
、
自
分
た
ち
も
将
来
は
国
家
の
た
め
人
民
の
た
め
に
力
を
蓋
し
た
い
と
考
へ
て
、
互
に
そ
の
志
を
述
べ
合
っ
た
と
云
ふ
と

(1) 

こ
ろ
ま
で
を
語
り
、

谷
崎
が
産
ま
れ
た
の
が
明
治
一
九
年
七
月
で
あ
る
か
ら
、

お
そ
ら
く
こ
の
回
想
で
語
ら
れ
た
体
験
は
、
明
治
三

O
年
前
後
の
出



来
事
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
挿
話
の
興
味
深
い
点
は
、
こ
こ
で
登
場
す
る
稲
葉
先
生
が
国
家
の
た
め
人
民
の
た
め
に
我
が

身
を
捧
げ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
よ
う
な
教
訓
話
と
し
て
、
『
経
国
美
談
L

を
紹
介
し
て
お
り
、
谷
崎
を
は
じ
め
と
し
て
子
供
達
も

2 

そ
れ
を
違
和
感
無
く
受
け
止
め
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
挿
話
に
お
い
て
は
、
守
経
国
美
談
』
に
描
か
れ
た
〈
政
治
な
る
も
の
〉

が
自
由
民
権
思
想
で
は
な
く
て
、
国
家
や
人
民
へ
の
貢
献
の
有
無
が
個
人
の
生
の
意
味
と
無
意
味
を
決
定
す
る
よ
う
な
価
値
軸
と

し
て
、
提
示
さ
れ
て
い
る
。

本
論
で
は
、
谷
崎
の
回
想
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
、
政
治
小
説
に
内
包
さ
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
〈
も
う
一
つ
の
政
治
性
〉

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
し
か
し
、
翻
案
小
悦
の
場
合
、
作
品
が
成
立
し
た
同
時
代
の
社
会
的
環
境
が
か
な
ら
ず
し
も
直
裁
に

は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
回
避
さ
れ
て
い
る
面
を
持
つ
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
翻
案
小
説
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
主
に
作

者
の
分
身
で
あ
る
と
お
ぼ
し
き
没
落
士
族
を
主
人
公
と
す
る
東
海
散
士
の
『
佳
人
之
奇
遇
』
を
中
心
と
し
て
考
察
を
す
す
め
て
い

く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
、
重
要
な
の
が
、
明
治
初
期
に
お
け
る
藩
体
制
の
崩
壊
を
背
景
と
し
て
形
成
さ
れ
た
士
族
階
級
の
エ

i

ト
ス
や
自
由
民
権
運
動
と
の
関
わ
り
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
考
え
て
い
き
た
い
。

「
保
存
す
る
個
人
」

と

「
世
界
史
的
個
人
」

と
同
じ
く
、
登
場
人
物
の
生
存
様
式
そ
の
も
の
が
、
歴
史
性
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
デ
ユ
マ
の
ア
ン

(
2
)
 

ジ
ュ
・
ピ
ト
l
の
翻
案
小
説
で
あ
る
宮
崎
夢
榔
の
『
自
由
の
凱
歌
』
や
、
ス
テ
フ
ニ
ヤ
ク
の
吋
地
底
の
ロ
シ
ア
』
の
翻
案
小
説
で

(4) 

あ
る
守
鬼
恥
艇
』
に
も
あ
て
は
ま
る
o

徳
富
瞳
花
は
、
『
思
出
の
記
』
に
お
い
て
、
「
二
三
年
前
三
国
志
に
耽
っ
て
張
波
の
長
坂
橋

に
胸
を
轟
か
し
た
僕
等
は
、
今
『
西
洋
血
潮
小
暴
風
』
『
自
由
の
凱
歌
L

な
ど
云
ふ
小
説
に
余
念
も
な
く
食
ひ
入
る
時
と
な
っ
た
」

と
回
想
し
て
い
る
。
一
二
国
士
山
の
よ
う
な
、
英
雄
が
活
躍
す
る
冒
険
活
劇
と
し
て
、
『
西
洋
血
潮
小
暴
風
』
『
自
由
の
凱
歌
』
も
ま
た
、

『
経
国
美
談
』



同
時
代
に
お
い
て
受
容
さ
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
守
自
由
の
凱
歌
L

の
ア
ン
ジ
ュ
・
ピ
ト
i
は
、
「
パ
ス
チ
イ
ル
監
獄
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
義
父
、
ギ
ル
ベ
ル
ト
の

救
出
を
動
機
の
一
半
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
参
加
し
て
い
る
。
作
品
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
は
語
り
手
の
言
葉
と
し
て
、
「
仮

初
に
も
同
等
の
権
利
を
裏
け
て
人
間
と
此
世
に
生
ま
れ
出
し
も
の
¥
争
で
他
人
に
圧
制
さ
れ
束
縛
さ
る
、
こ
と
ゃ
あ
る
べ
き
。

彼
れ
既
に
天
地
の
公
道
に
背
き
た
り
」
と
い
う
よ
う
な
、
自
由
民
権
思
想
を
鼓
舞
す
る
一
言
辞
も
挿
入
さ
れ
て
は
い
る
が
、
思
想
そ

の
も
の
は
物
語
の
後
景
に
退
い
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ピ
ト
ー
が
民
権
思
想
に
共
鳴
し
、
共
和
制
の
実
現
を
目
指
し
て
「
パ

ス
チ
イ
ル
」
を
襲
撃
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
政
治
思
想
そ
の
も
の
が
物
語
の
筋
に
直
接
関
わ
る
形
で
は
登
場
し
て
い
な
い
。
物
語

の
前
景
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
、
義
父
を
救
出
す
る
た
め
に
「
パ
ス
チ
イ
ル
監
獄
L

に
向
か
う
ピ
ト
ー
や
ビ
ロ
ウ

の
姿
で
あ
る
。

『
鬼
欣
献
L

の
ソ
ヒ
ア
・
ペ
ロ
ウ
ス
キ
!
の
場
合
、
政
治
信
条
に
つ
い
て
は
ピ
ト
!
と
比
べ
て
一
層
、
自
覚
的
で
は
あ
る
。
し

か
し
、
や
は
り
虚
無
思
想
そ
の
も
の
は
物
語
の
筋
に
絡
む
こ
と
な
く
、
作
品
の
後
景
に
退
い
て
い
る
。
物
語
の
前
景
に
押
し
出
さ

れ
て
い
る
の
は
、

ソ
ヒ
ア
や
プ
ラ
ン
ト
ネ
ル
が
繰
り
返
す
要
人
襲
撃
の
顛
末
、
リ
ソ
ッ
プ
と
プ
ラ
ン
ト
ネ
ル
に
よ
る
ク
ロ
パ
ト
キ

没落士族のナショナリズム

ン
脱
獄
の
手
助
け
、
そ
し
て
ソ
ヒ
ア
の
英
雄
的
な
死
で
あ
る
。

(5) 

も
ち
ろ
ん
、
板
垣
退
助
ら
が
編
集
し
た
『
自
由
党
史
』
で
「
恐
怖
せ
る
抑
圧
政
界
の
結
果
は
明
ら
か
に
民
間
党
を
窮
迫
し
て
言

論
を
険
阻
な
ら
し
め
L

「
筆
墨
の
外
に
人
身
を
伝
神
す
る
こ
と
に
勉
め
、
或
は
政
談
講
演
を
廃
し
て
講
談
演
芸
に
託
し
、
巧
に
法

網
を
脱
し
て
思
想
の
啓
導
を
勉
む
る
に
あ
り
」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
度
重
な
る
官
権
に
よ
る
言
論
取
り
締
ま
り
の
中
で
、

政
治
小
説
に
寓
意
性
を
持
た
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
、
自
由
民
権
思
想
の
信
奉

者
を
鼓
舞
し
、
新
政
府
を
震
憾
さ
せ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
う
一
方
で
、
『
経
国
美
談
』
と
同
じ
よ
う
に
、
ピ
ト
ー
や

ソ
ヒ
ア
の
英
雄
的
行
動
を
描
い
た
物
語
と
し
て
受
容
さ
れ
る
側
面
が
存
在
し
た
こ
と
も
、
否
定
で
き
な
い
。

3 



ル
カ

i
チ
は
『
歴
史
小
説
論
』

に
お
い
て
、

へ
l
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
を
援
用
し
つ
つ
、
歴
史
小
説
の
登
場
人
物
を
、
「
保
存
す

4 

る
他
人
」
と
「
世
界
史
的
個
人
」
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
保
存
す
る
個
人
L

と
は
、
個
々
の
人
間
の
偶
人
的
、
私
的
、

利
己
的
な
営
み
の
中
で
、
市
民
精
神
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
な
ど
の
倫
理
的
的
価
値
、
さ
ら
に
は
市
民
社
会
を
再
生
産
し
て
い
く

担
い
手
を
意
味
す
る
。
「
世
界
史
的
個
人
」
は
、
「
保
存
す
る
個
人
」
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
、
世
界
史
と
の
関
わ
り
の
中
で
、

つ
ま
り
封
建
社
会
か
ら
近
代
市
民
社
会
へ
と
い
う
歴
史
的
進
歩
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
自
ら
の
生
や
言
動
を
意
味

e

つ
け
る
存
在
様

式
を
持
つ
存
在
で
あ
る
。
ル
カ

i
チ
に
よ
れ
ば
、
歴
史
小
説
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
歴
史
上
の
事
件
を
再
現
す
る
こ
と
で
は

な
く
、
そ
の
事
件
の
中
で
形
成
さ
れ
た
人
間
を
芸
術
的
に
描
き
出
す
点
に
こ
そ
存
在
す
る
。
大
切
な
の
は
、

ど
の
よ
う
な
社
会
的

原
因
が
人
々
を
歴
史
上
そ
の
よ
う
に
考
え
さ
せ
、
感
じ
さ
せ
、
行
動
さ
せ
た
か
を
、
追
体
験
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

「
保
存
す
る
偶
人
L

の
場
合
、
あ
る
巨
大
な
歴
史
的
事
件
が
勃
発
し
た
結
果
と
し
て
引
き
起
さ
れ
た
、
個
々
人
の
生
活
レ
ベ
ル
の

事
件
を
、
自
分
の
生
活
の
直
接
的
な
危
機
と
し
て
感
じ
る
が
、
「
世
界
史
的
個
人
L

の
場
合
、
事
件
を
歴
史
的
進
歩
の
中
で
意
味

づ
け
、
そ
こ
か
ら
自
分
自
身
の
行
動
原
理
や
大
衆
行
動
の
指
導
原
理
を
引
き
出
し
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
保
存
す
る
個
人
」

言
動
の
内
に
、
生
活
上
の
危
機
意
識
が
、

に
お
い
て
は
、
そ
の
人
物
が
平
凡
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
歴
史
的
指
導
者
と
し
て
の
才
能
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
日
常
の

(
日
)

よ
り
生
き
生
き
と
描
き
出
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。

ル
カ

l
チ
が
提
示
し
た
こ
の
よ
う
な
図
式
を
も
と
に

『
自
由
の
凱
歌
』
『
鬼
軟
帆
L

の
理
解
を
試
み
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど

違
和
感
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
『
自
由
の
凱
歌
』

ま
ま
絶
対
王
政
へ
の
敵
意
と
直
結
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ピ
ト
l
は
、
歴
史
上
の
危
機
を
日
常
生
活
上
の
危
機
を
深
刻
に
感
じ
る

の
場
合
、
ピ
ト
ー
が
革
命
運
動
に
従
事
す
る
義
父
を
心
配
す
る
思
い
が
、

そ
の

「
保
存
す
る
個
人
」
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
吋
鬼
歌
歌
』

の
ソ
ヒ
ア
は
、
市
民
社
会
の
成
立
と
い
う
歴
史
的
「
進
歩
L

と

の
関
わ
り
か
ら
、
自
ら
の
生
と
死
を
意
味
手
つ
け
る
英
雄
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
吋
鬼
敵
同
帆
』

の
結
末
近
く
に
は
、
死
刑
に
処
せ

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ソ
ヒ
ア
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る



ソ
ヒ
ア
は
大
事
(
筆
者
注
、
「
安
歴
山
得
第
二
世
」
襲
撃
を
指
す
)
を
行
ひ
な
が
ら
、
実
に
大
胆
不
敵
に
も
、
更
に
俸
る
と
こ
ろ

な
く
、
依
然
都
城
に
潜
在
し
、
捕
へ
ら
れ
て
、
リ
ソ
ッ
プ
等
と
裁
判
所
へ
送
ら
る
、
ゃ
、
自
ら
其
の
犯
罪
の
跡
を
掩
は
ん
為

め
に
も
あ
ら
ず
、
又
た
倣
る
に
も
あ
ら
ざ
れ
ど
、
顔
色
よ
り
挙
動
ま
で
少
し
も
平
素
に
異
な
る
な
く
し
て
、
談
笑
自
若
た
る

を
、
見
開
く
法
官
始
じ
め
係
り
の
人
々
い
づ
れ
も
皆
な
、
敵
な
が
ら
天
晴
れ
の
人
物
か
な
と
、
心
密
か
に
其
の
気
迫
の
剛
勇

な
る
を
嘆
ぜ
し
と
か

さ
ら
に
そ
の
後
、
作
品
で
は
、
「
早
速
所
副
川
の
日
も
近
か
る
べ
く
と
存
じ
候
得
ば
、
猶
ほ
一
層
御
悲
嘆
の
程
御
察
し
申
上
候
。

去
り
な
が
ら
此
度
の
一
条
は
、
兼
ね
て
よ
り
覚
悟
の
こ
と
に
候
ゆ
ゑ
L

「
却
っ
て
世
の
人
々
の
為
め
に
企
て
候
日
頃
の
本
望
相
遂

げ
候
段
、
心
の
中
に
探
く
喜
び
申
居
候
」
と
、

ソ
ヒ
ア
が
死
に
際
し
て
の
思
い
を
綴
っ
た
母
親
宛
の
遺
書
が
続
く
。
作
品
の
結
末

近
く
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
虚
無
思
想
で
は
な
く
て
、
あ
き
ら
か
に
歴
史
の

〈
進
歩
〉

の
た
め
に
身
を
捧
げ
非
業
の
死
を
遂
げ

る
英
雄
、
「
世
界
史
的
個
人
」

の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
政
治
的
寓
意
性
は
、
結
末
に
至
っ
て
作
品
か
ら
完
全
に
姿
を
消
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。

〈
亡
国
〉

と
い
う
心
傷

没落士族のナショナリズム

以
上
を
前
提
と
し
て
、
東
海
散
士
の

(7) 

『
佳
人
之
奇
遇
』
を
考
え
て
み
た
い
。
作
品
は
、
主
人
公
の
散
士
(
作
者
と
同
名
、
以
下
、

フ
ィ
ラ
デ
ル
ヒ
ィ
ア
の
独
立
閣
の
楼
上
で
、

区
別
す
る
た
め
に
、
主
人
公
と
記
す
)
が
、

ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
に
思
い
を
馳
せ
る
と

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
独
立
運
動
に
献
身
す
る
紅
蓮
と
い

こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、

ス
ペ
イ
ン
の
ド
ン
・
カ
ル
ロ
ス
党
員
の
幽
蘭
、

う
二
人
の
女
性
に
巡
り
あ
い
、
明
朝
の
遺
臣
鼎
沼
卿
を
交
え
て
、
憂
国
の
至
情
と
独
立
の
悲
願
を
語
り
合
う
。
そ
の
後
、
主
人
公

と
二
人
の
女
性
と
の
別
離
と
遜
遁
の
過
程
で
醸
し
出
さ
れ
る
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
恋
情
や
幽
蘭
の
異
境
潔
、
主
人
公
が
見
聞
し
た
、

う



エ
ジ
プ
ト
や
ピ
ル
マ
な
ど
世
界
の
弱
小
国
が
欧
米
列
強
の
植
民
地
と
さ
れ
て
い
く
様
が
語
ら
れ
て
い
く
。

の
と
く
に
巻
一
か
ら
巻
三
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
挿
話
と
、
主
人
公
が
情
熱
的
に
語
る
憂
国
の
情
が
、

6 

『
佳
人
之
奇
遇
』

種
の
政
治
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
醸
し
だ
し
、
政
治
的
主
張
そ
れ
自
体
は
作
品
の
後
景
に
退
い
て
い
る
。
飛
鳥
井
雅
道
が
指
摘

(
8
)
 

す
る
ヨ
佳
人
之
奇
遇
』
を
支
え
て
い
る
文
体
の
魅
力
が
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
あ
り
え
な
い
問
題
」
は
、

こ
こ
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
こ
そ
、
『
佳
人
之
奇
遇
』

の
も
う
ひ
と
つ
の
政
治
性
を
形
成
し
て
い
る
。

と
は
、
何
よ
り
も
憂
国
の
情
を
激
し
く
語
る
主
人
公
や
幽
蘭
、
紅
蓮
が
体
現

す
る
、
個
人
の
生
を
歴
史
と
の
関
わ
り
の
中
で
意
味
、
つ
け
る
よ
う
な
存
在
様
式
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
描
き
込
ま
れ
た
〈
政
治
的
な
る
も
の
〉

こ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
に
あ
た
っ
て
重
要
な
点
は
、
作
者
、
東
海
散
士
と
同
じ
く
、
主
人
公
も
ま
た
会
津
の
遺
臣
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
幽
蘭
、
紅
蓮
、
鼎
沼
卿
の
話
を
聞
い
た
主
人
公
は
、
「
散
士
モ
亦
亡
園
ノ
遺
臣
、
弾
雨
砲
煙
ノ

間
ニ
起
臥
シ
生
ヲ
弧
城
重
囲
ノ
中
ニ
倫
ミ
、
国
破
レ
家
壊
レ
窮
厄
万
状
辛
酸
ヲ
嘗
メ
童
ス
。
何
ゾ
令
嬢
等
ニ
譲
ラ
ン
ヤ
L

と
語
る
。

回
想
は
、
白
虎
隊
の
自
刃
、
主
人
公
を
含
め
た
兄
弟
の
参
戦
と
祖
母
や
母
、
妹
の
死
、
会
津
藩
の
降
伏
へ
と
進
み
、
さ
ら
に
無
数

の
藩
士
と
そ
の
親
族
が
、
あ
る
者
は
自
刃
し
、
あ
る
者
は
経
死
し
、
あ
る
者
は
火
の
中
に
身
を
投
じ
と
、

っ
た
様
子
が
事
細
か
く
語
ら
れ
て
い
く
。
故
国
滅
亡
に
ま
つ
わ
る
漸
憾
の
念
が
、
激
し
く
語
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

つ
ぎ
つ
ぎ
と
死
ん
で
い

そ
の
中
に
あ
っ
て
生
を
選
ん
だ
者
は
、
会
津
藩
「
主
将
L

の
「
空
シ
ク
死
シ
テ
名
ヲ
滅
セ
ン
ヨ
リ
ハ
、
恥
ヲ
忍
ピ
生
ヲ
全
フ
シ

テ
一
旦
外
患
ア
ル
ノ
日
誓
テ
神
州
ノ
為
メ
ニ
生
命
ヲ
鋒
鏑
ニ
委
シ
、
而
シ
テ
是
非
正
邪
ヲ
死
後
ニ
定
メ
ン
ニ
ハ
若
カ
ズ
」
と
い
う

こ
と
ば
に
説
得
さ
れ
た
者
達
で
あ
る
。
主
人
公
も
む
ろ
ん
そ
の
中
の
一
人
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
「
今
ヤ
外
人
禍
心
ヲ
包
蔵
シ

神
州
ヲ
蔑
視
シ
」
「
俄
独
ハ
勢
威
ヲ
頼
ミ
テ
騎
倣
シ
、
英
仏
ハ
投
知
ニ
老
ケ
テ
蕩
逸
レ
、
我
ニ
飲
マ
シ
ム
ル
ニ
美
酒
ヲ
以
テ
シ
我

ニ
贈
ル
ニ
翠
羽
ヲ
以
テ
ス
。
其
酒
其
羽
往
往
鵠
毒
ノ
製
ス
ル
所
、
我
士
民
之
ヲ
受
ケ
テ
而
シ
テ
未
ダ
疑
ハ
ズ
」
「
且
ツ
彼
口
ニ
仁

義
ヲ
諦
シ
テ
而
シ
テ
祭
虜
ノ
行
ア
リ
。
表
ニ
天
道
ヲ
説
キ
テ
裏
ニ
豹
狼
ノ
欲
ヲ
抱
ク
。
亜
細
亜
北
部
ハ
彊
俄
ノ
為
メ
ニ
弁
セ
ラ
レ
、



南
方
印
度
ハ
英
王
ノ
臣
妾
ト
ナ
リ
、
安
南
ハ
仏
国
ニ
隷
属
シ
、
土
耳
其
清
国
モ
亦
萎
微
巳
ニ
亡
滅
ノ
運
ニ
傾
ケ
リ
」
と
、
欧
米
列

強
の
帝
国
主
義
的
な
外
交
政
策
を
前
に
し
た
国
家
の
行
く
末
を
深
刻
に
憂
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
主
人
公
に
言
わ
せ
れ
ば
、

「
国
家
の
盛
運
」
を
実
現
し
植
民
地
化
の
危
機
を
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
由
始
メ
テ
伸
ピ
」
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
民

(
9
)
 

権
H
国
権
」
型
の
政
治
思
想
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ス
ペ
イ
ン
の
独
立
問
題
へ
の
主
人
公
の
共
感
は
、
会

津
藩
滅
亡
を
体
験
し
た
散
士
の
士
族
的
実
感
に
基
づ
い
て
い
る
。
逆
か
ら
言
え
ば
、
没
落
士
族
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
主
人
公
の

歴
史
的
自
覚
に
お
い
て
民
権
と
国
権
が
一
致
し
得
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
主
人
公
を
、
先
に
論
じ
た
『
自
由
の
凱
歌
』
の
ピ
ト
ー
や
『
鬼
暇
暇
』
の
ソ
ヒ
ア
と
比
べ
て
み
た
場
合
、
無
論
国

家
に
対
す
る
姿
勢
と
い
う
点
に
お
い
て
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
ソ
ヒ
ア
が
体
現
す
る
よ
う
な
「
世
界
史
的

個
人
L

と
は
異
な
り
、
屈
は
人
之
奇
遇
』
の
主
人
公
に
お
い
て
は
、
そ
の
歴
史
的
自
覚
の
中
身
、
が
、
共
和
制
の
実
現
か
ら
、
植
民

地
化
へ
の
危
機
意
識
へ
と
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
作
品
を
取
り
巻
く
政
治
的
環
境
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
る
と
し
て
、
一
日
一
、
こ

の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
る
に
至
っ
た
原
因
を
、
作
品
の
筋
立
て
の
中
に
求
め
た
場
合
、
歴
史
的
自
覚
に
い
た
る
、
過
去
に
負
っ
た

心
傷
の
中
身
が
『
佳
人
之
奇
遇
』

の
主
人
公
の
場
合
、

ま
っ
た
く
異
質
で
あ
る
こ
と
に
思
い
至
る
。
ピ
ト
!
の
場
合
は
、
革
命
運

没落士族のナショナリズム

動
に
身
を
投
じ
た
父
の
投
致
監
禁
が
政
治
参
加
の
動
機
を
形
成
し
て
い
る
に
対
し
て
、
『
佳
人
之
奇
遇
』
の
主
人
公
の
場
合
、
故

国
滅
亡
が
動
機
と
な
っ
て
い
る
。
主
人
公
も
ま
た
、
肉
親
の
死
を
体
験
し
て
い
る
こ
と
は
い
る
が
、
そ
れ
す
ら
「
国
破
レ
家
壊
レ

は
じ
め
か
ら
歴
史
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
個
人
的
な
生
活
上

つ
ま
り
会
津
士
族

窮
厄
万
状
辛
酸
ヲ
嘗
メ
蓋
ス
L

と
あ
る
よ
う
に
、

の
危
機
か
ら
歴
史
的
自
覚
に
い
た
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
と
は
異
な
り
、

は
じ
め
か
ら
歴
史
的
な
自
覚
の
中
で
、

と
し
て
生
き
て
い
た
主
人
公
が
、
そ
の
自
覚
の
中
で
負
っ
た
心
傷
を
媒
体
と
し
て
、
新
た
な
歴
史
的
自
覚
を
構
築
し
そ
の
中
で
生

き
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
て
い
る
。

7 



こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
た
背
景
と
し
て
、
東
海
散
士
が
置
か
れ
た
特
異
な
境
涯
や
個
人
的
な
政
治
信
条
に
帰
す
る
こ
と
も
も

ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
当
時
の
政
治
的
環
境
、
つ
ま
り
、
藩
体
制
崩
壊
に
と
も
な
っ
て
全
国
に
満
ち
あ
ふ
れ
る

8 

こ
と
に
な
っ
た
旧
士
族
が
、
同
時
代
の
政
治
活
動
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
歴
史
的
事
情
に
、
そ
の
原
田
を

求
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
散
士
自
身
は
自
由
民
権
運
動
に
は
参
ノ
加
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
や
は
り
、
政
治
を
志
す
明
治
初
期

の
士
族
の
一
人
で
あ
る
こ
と
は
、
一
言
う
ま
で
も
な
い
。

士
族
達
の
市
民
精
神

こ
こ
で
士
族
階
級
に
共
有
さ
れ
て
い
た
思
惟
様
式
、
儒
教
的
エ
ー
ト
ス
の
内
実
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
丸
山
真
一
男
は
、

江
戸
期
の
侍
階
級
の
思
惟
様
式
に
お
い
て
は
、
自
身
が
帰
属
す
る
共
同
体
の
意
志
と
個
別
的
な
個
人
的
利
害
関
心
と
の
開
に
現
実

の
議
離
は
生
じ
よ
う
が
無
か
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
朱
子
学
的
思
惟
様
式
に
お
い
て
は
、
「
自
然
界
の
理
(
天
理
)
は
即
ち
人
聞
に

宿
つ
て
は
そ
の
先
天
的
本
性
(
本
念
の
性
)
と
な
り
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
社
会
関
係
(
五
倫
)
を
律
す
る
根
本
規
範
(
五
常
)
で
も
あ
る
」
。

す
な
わ
ち
、
人
間
存
在
に
は
先
天
的
に
社
会
秩
序
の
根
本
規
範
が
内
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
然
の
性
と
し
て
、
仁
義
礼
智
を

(
叩
)

希
求
し
、
士
農
工
商
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
階
層
秩
序
を
支
え
る
と
見
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
個
人
的
な
る

も
の
は
す
べ
て
一
般
的
な
る
も
の
に
一
致
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
価
値
あ
り
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
逆
か
ら
言
え
ば
、
も
し
一
致

し
な
け
れ
ば
、
個
人
の
意
志
は
道
徳
的
な
意
味
に
お
い
て
悪
で
あ
り
堕
落
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
生
の
在
り
方
は
、
な
ん
ら
考
慮

に
値
し
な
い
、
無
意
味
な
も
の
と
な
る
。

以
上
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
明
治
維
新
に
と
も
な
う
藩
体
制
の
崩
壊
は
、
士
族
に
と
っ
て
、
倫
理
的
堕
落
を
意
味
す

る
側
面
を
内
包
し
て
い
た
と
、
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藩
体
制
の
崩
壊
は
、
士
族
か
ら
共
同
体
へ
の
帰
属
感
を
奪
う
。
そ
れ
は



す
な
わ
ち
、
普
遍
的
価
値
に
通
じ
る
よ
う
な
倫
理
的
主
体
と
し
て
の
〈
私
〉
の
喪
失
を
意
味
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
く
に
『
佳

人
之
奇
遇
L

の
主
人
公
の
場
合
、
会
津
藩
が
「
反
賊
ノ
臭
名
」
の
負
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
二
重
の
意
味
で
倫
理

的
堕
落
を
実
感
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
品
に
お
い
て
主
人
公
は
、
っ
ロ
ハ
恨
ム
ラ
ク
ハ
我
公
(
筆
者
注
、
会
津
蒋
主
松
平
容
保
を
指
す
)

多
年
ノ
孤
忠
空
ク
水
抱
ニ
帰
シ
ヲ
反
賊
ノ
臭
名
負
ウ
ヲ
。
是
レ
終
天
ノ
憾
ミ
海
枯
レ
山
翻
ル
ト
モ
消
エ
難
シ
」
と
語
っ
て
い
る
。

「
我
公
」
が
「
反
賊
ノ
臭
名
L

を
負
う
以
上
、
忠
節
を
尽
く
し
た
自
身
も
汚
名
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
存
在
が

普
遍
的
価
値
に
通
じ
る
よ
う
な
屈
路
は
は
じ
め
か
ら
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
儒
教
的
エ
ー
ト
ス
を
存
在
原
理
と
す
る

主
人
公
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
自
ら
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
等
し
い
。

一
言
で
言
え
ば
、
神
(
こ
の
場
合
は
蒋
や
君
主
)
を

失
っ
た
近
代
人
の
幸
福
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
い
が
、
『
佳
人
之
奇
遇
」

の
主
人
公
に
は
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
点
で
は
、
自
由
民
権
運
動
に
従
事
し
た
同
時
代
の
士
族
達
に
し
て
も
、
同
じ
状
況
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
民
撰
議
員
議
員

設
立
建
白
の
関
係
者
で
あ
っ
た
岡
本
健
三
郎
、
小
室
信
夫
、
古
沢
滋
が
記
し
た
「
民
選
議
員
弁
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
存
在

す
る
。

没落士族のナショナリズム

四
民
ノ
中
ニ
就
キ
独
リ
士
族
ハ
則
チ
其
ノ
従
前
ノ
地
位
大
ニ
他
ノ
一
一
一
民
ノ
上
ニ
在
リ
、
而
シ
テ
梢
々
其
ノ
所
謂
万
物
ノ
霊

タ
ル
本
然
ノ
費
、
ヲ
保
存
シ
得
ル
者
ニ
近
、
ン
。
唯
ダ
此
ノ
一
事
実
即
チ
能
ク
今
日
士
族
ヲ
シ
テ
其
ノ
国
家
ヲ
憂
念
ス
ル
ノ
心
独

リ
四
民
ニ
冠
タ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
致
セ
シ
所
以
ナ
リ
(
中
略
)
然
ル
ニ
今
将
ニ
治
膏
シ
テ
相
共
ニ
陥
没
セ
ン
ト
ス
。
畳
二
急
ニ
之
レ

ヲ
救
済
ス
ル
ノ
道
ヲ
立
テ
ザ
ル
可
ケ
ン
哉
(
中
略
)
故
ニ
日
ク
我
人
民
ヲ
シ
テ
愛
国
愛
君
ノ
心
志
敢
為
勇
前
ノ
気
風
ヲ
輿
起
旺

(
日
)

盛
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
、
応
サ
ニ
須
ラ
ク
速
ニ
斯
ノ
議
院
ヲ
設
立
ス
可
シ

四
民
の
中
で
一
人
士
族
の
み
が
国
家
へ
の
帰
属
感
を
抱
き
、
国
家
と
自
己
を
同
一
視
す
る
倫
理
的
主
体
と
し
て
、
定
位
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
士
族
も
国
政
参
加
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
る
ま
ま
で
は
堕
落
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
民
撰
議
院
を

設
立
ぜ
よ
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
主
張
で
あ
る
。

9 



同
様
の
こ
と
は
、
明
治
八
年
三
月
二

O
日
か
ら
四
月
七
日
ま
で
の

(ロ)

『
郵
便
報
知
新
聞
』
論
説
文
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

10 

無
産
階
級
で
あ
る
士
族
に
選
挙
権
を
与
え
る
べ
き
か
を
テ
l
マ
に
し
て
書
か
れ
た
こ
の
論
説
文
に
お
い
て
は
、
繰
り
返
し
士
族
の

政
治
参
加
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
記
者
は
、
「
今
我
々
の
ソ
サ
エ
テ
ィ
イ
よ
り
士
族
を
除
き
て
残
り
た
る
物
は
如
何

な
る
も
の
ぞ
無
気
無
力
の
従
順
愚
民
ど
も
と
有
力
有
気
ぼ
圧
政
政
府
な
ら
ん
如
此
き
有
様
よ
り
起
る
結
果
を
見
る
に
圧
制
は
益
圧

制
従
順
は
益
従
順
人
民
の
人
民
た
る
真
の
幸
福
を
得
る
を
能
は
ざ
る
は
疑
を
容
れ
ず
」
(
三
月
二
六
日
)
、
「
今
外
国
に
対
時
し
我
国

を
し
て
甚
し
く
恥
辱
を
蒙
ら
し
め
さ
る
の
土
族
高
尚
の
気
風
養
ひ
諸
般
学
科
を
講
習
し
西
洋
文
明
の
風
を
伝
ふ
る
の
士
族
を
放
逐

し
て
之
を
無
気
無
力
の
平
民
に
任
ぜ
ば
果
し
て
能
く
日
本
国
の
独
立
を
維
持
し
得
可
き
や
L

(

一
一
一
月
二
八
日
)
と
、
記
し
て
い
る
。

士
族
以
外
の
、
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
平
民
階
級
は
、
い
ま
だ
「
無
気
無
力
の
従
順
愚
民
」
に
過
ぎ
ず
、
西
洋
文
明
を
吸
収
し
得

る
よ
う
な
教
養
も
能
力
も
備
わ
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
「
独
立
の
気
風
」
も
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
国
家
的
独
立
を
堅
持
す
る
た

め
に
も
、
共
和
制
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
平
民
階
級
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
、
士
族
階
級
を
ま
ず
国
政
に
参
加
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
主
張
で
あ
る
。
ま
た
、
四
月
七
日
の
『
郵
便
報
知
新
聞
L

に
は
、
こ
の
よ
う
な
論
説
文
に
刺
激

を
受
け
た
投
書
丈
が
掲
載
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
現
今
の
士
族
な
る
も
の
は
我
邦
の
『
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
』
即
ち
中
等
の
位
置
に

ス
ピ
リ
ッ
ト
』
即
ち
公
志
な
る
者
は
必
ず
此
人
の
所
有
な
ら
ん
」
「
士
族
を
し
て
先
鞭
を
着
け

あ
る
者
に
し
て
、
『
パ
ブ
リ
ッ
ク
、

し
め
以
て
平
民
の
自
棄
心
を
刺
激
し
暫
時
貴
重
な
る
公
志
を
移
し
て
後
来
倶
に
国
権
を
維
持
せ
ん
と
欲
を
る
な
り
」
と
語
ら
れ
て

い
る
。
公
に
対
す
る
私
の
責
任
意
識
を
促
す
よ
う
な
、
西
洋
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ピ
リ
ッ
ト
に
あ
た
る
も
の
こ
そ
、
士
族
が
所
有
す

る
儒
教
的
エ
ー
ト
ス
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
士
族
の
国
政
参
加
を
通
じ
て
そ
れ
を
平
民
に
感
化
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
に
の
み
、

日
本
の
国
家
的
独
立
は
堅
持
し
得
る
と
、
こ
こ
で
は
主
張
さ
れ
て
い
る
。

の
主
人
公
も
ま
た
、
作
品
に
お
い
て
「
士
風
壊
頚
徳
義
地
ヲ
払
ヒ
、
朝
ニ
民
権
ヲ
主
張
セ
シ
者
タ

ニ
官
権
ニ
呼
号
、
ン
、
甘
ジ
テ
鞍
下
ノ
駒
ト
ナ
リ
、
土
ニ
常
操
ナ
ク
議
-
一
確
論
ナ
シ
L

「
鳴
呼
此
大
難
ヲ
救
済
挽
回
ス
ル
ノ
策
果
、
ン

そ
し
て
、
『
佳
人
之
奇
遇
』



テ
如
何
セ
ン
。
上
下
小
怨
ヲ
棄
テ
旧
悪
ヲ
捨
テ
、
私
心
ヲ
去
ツ
テ
公
義
ニ
従
ヒ
」
「
国
権
恢
復
ヲ
以
テ
各
自
ラ
任
ジ
、
国
家
ノ
盛

運
ヲ
以
テ
自
ラ
期
シ
」
「
四
民
心
ヲ
一
ニ
耐
久
努
力
セ
パ
、
厄
漸
ク
去
リ
、
自
由
始
メ
テ
伸
ピ
、
国
家
ノ
富
強
文
明
ハ
期
シ
テ
待

ツ
ベ
キ
ナ
リ
」
と
語
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
『
佳
人
之
奇
遇
』

に
お
い
て
は
、
国
会
開
設
の
ス
ロ
l
'
ガ
ン
は
か
か
げ
ら
れ
て
は

い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
除
け
ば
「
民
撰
議
院
弁
」
や
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
主
張
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
共
和
制
の
実

現
か
国
家
的
独
立
の
堅
持
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
い
ず
れ
の
一
言
辞
も
、
何
ら
か
の
国
家
的
目
標
に
つ
い
て
、
士
族
の
エ
ー
ト
ス

を
そ
こ
に
振
り
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
現
が
可
能
と
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
民
権
論
は
明
治
一
四
年
一

O
月
の
自
由
党
設
立
か
ら
一
七
年
一

O
月
の
解
散
ま
で
の
聞
に
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
、
国
権
論
は
明
治
一
九
年
か
ら
一
一
一
年
頃
ま
で

の
条
約
改
正
運
動
を
背
景
に
登
場
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
民
権
論
・
国
権
論
を
問
わ
ず
、
士
族
階
級
の
精
神
的
崇
高
性
、
あ
る
い

は
精
神
的
特
権
性
の
保
存
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
主
張
の
コ
ア
の
部
分
に
、
内
蔵
し
て
い
る
点
で
は
、
ま
っ
た
く
一
致
し
て
い

る。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
そ
の
反
面
と
し
て
、
志
操
の
高
低
に
よ
っ
て
人
民
を
積
極
的
に
差
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
主
張
と
連
な
っ
て
い
る
。
先
の
文
献
の
多
く
が
農
工
商
の
三
民
の
無
知
蒙
昧
さ
や
徳
義
の
欠
如
無
気
力
さ
を
指
摘
す
る
の

さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
「
我
国
ノ
士
人
志
遠
大
ナ
ラ
ズ
。
多
ク
ハ

は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
作
品
の
主
人
公
は
、

没落士族のナショナリズム

小
成
ニ
安
ジ
テ
歌
舞
遊
蕩
囲
碁
抹
茶
ニ
耽
リ
、
書
画
骨
董
ヲ
玩
ピ
、
以
テ
一
日
ノ
富
貴
ヲ
倫
ミ
、
唯
々
一
一
一
川
ノ
歓
心
ヲ
得
ル
ヲ

務
メ
、
私
怨
ノ
為
ネ
ニ
公
道
ヲ
忘
レ
、
情
義
ノ
為
メ
ニ
傭
人
ヲ
任
ズ
」
「
是
レ
散
士
ガ
日
夜
胸
臆
ニ
積
テ
毘
家
前
途
ノ
大
計
ノ
為

メ
ニ
帽
恒
憤
藤
ス
ル
所
以
ナ
リ
」
と
、
国
政
に
参
加
す
る
士
族
へ
の
批
判
へ
と
進
ん
で
い
る
。
薩
長
を
中
心
と
し
た
国
政
に
参
加

す
る
士
族
は
、
儒
教
的
エ
ー
ト
ス
を
も
は
や
失
い
、
耽
美
享
楽
や
名
利
に
心
を
奪
わ
れ
、
国
家
を
私
化
し
て
い
る
。
逆
か
ら
言
え

ば
、
い
ま
だ
克
己
心
を
失
わ
ず
、
志
操
を
保
つ
自
分
こ
そ
、
国
家
有
用
の
材
と
し
て
の
資
格
を
持
ち
、
国
権
維
持
の
礎
石
た
り
得

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
主
人
公
は
、
士
族
階
級
で
は
な
く
自
身
の
精
神
的
崇
高
性
と
し
て
語
る
こ
と
で
、
精
神
の
レ
ベ
ル
で
自

11 



己
と
政
府
部
内
の
士
族
と
の
優
劣
を
逆
転
し
、
さ
ら
に
国
政
参
加
資
格
の
優
劣
ま
で
逆
転
し
て
い
る
。

(
臼
)

『
学
問
の
す
す
め
L

に
記
さ
れ
た
、
「
古
の
政
府
は
民
の
力
を
挫
き
、
今
の
政
府
は
そ
の
心
を
奪
う
。

12 

こ
こ
で
、
福
沢
諭
吉
の

古
の
政
府
は
民
の
外
を
犯
し
、
今
の
政
府
は
そ
の
内
を
制
す
。
古
の
民
は
政
府
を
視
る
こ
と
鬼
の
如
く
し
、
今
の
民
は
こ
れ
を
視

る
こ
と
神
の
如
く
す
」
と
い
う
一
言
葉
に
注
目
し
て
み
た
い
。
こ
の
言
葉
は
、
実
は
『
佳
人
之
奇
遇
』
の
主
人
公
を
も
含
め
た
同
時

代
の
士
族
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。
自
由
民
権
と
い
う
一
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
士
族
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
実
際
に
は
不
自
由
、

い
わ
ば
自
由
か
ら
の
逃
走
で
あ
る
。

か
り
に
、
自
由
と
い
う
言
葉
を
何
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
状
態
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る

な
ら
ば
、
国
家
へ
の
帰
属
感
に
是
が
非
で
も
す
が
り
つ
き
た
い
と
の
ぞ
む
こ
と
な
く
、
現
状
を
肯
定
す
る
こ
と
こ
そ
、
も
っ
と
も

自
由
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
藩
を
失
い
純
然
た
る
人
間
と
い
う
事
実
を
の
ぞ
く
と
そ
れ
以
外
の
い
か
な
る
特
性
や
関
係

を
現
実
に
は
失
っ
て
し
ま
っ
た

『
佳
人
之
奇
遇
』

の
主
人
公
を
は
じ
め
と
す
る
士
族
た
ち
は
、
政
治
参
加
主
体
、
す
な
わ
ち
、

〈
市
民
〉
あ
る
い
は
〈
国
民
〉
と
い
う
よ
う
な
新
た
な
仮
想
的
実
在
と
し
て
〈
私
〉
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
す
る

こ
と
よ
っ
て
、
個
人
意
志
を
越
え
て
普
遍
、
あ
る
い
は
一
般
意
志
に
通
じ
る
よ
う
な
座
標
軸
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
彼
は
、
「
米
人
ガ
能
ク
私
心
ヲ
捨
テ
公
議
一
一
依
リ
国
家
ノ
為
メ
ニ
章
ス
ノ
心
肝
」
を
理
想
視
す
る
の
で
あ
る
。

し
ば
し
ば
、
国
権
と
民
権
の
一
致
を
、

一
種
の
ね
じ
れ
現
象
と
し
て
指
摘
す
る
言
辞
を
目
に
す
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を

念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
明
治
初
頭
、
士
族
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
『
佳
人
之
奇
遇
L

の
主
人
公
に
と
っ
て
、
人
間
で
あ
る
こ
と
と

市
民
や
国
民
で
あ
る
こ
と
を
等
号
で
結
び
つ
け
る
〈
近
代
精
神
〉

と
は
、
国
家
主
義
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
決
意
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
市
民
精
神
と
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
、
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
思
想
上
の
問
題
で
は

な
い
。
よ
り
具
体
的
な
、
士
族
が
置
か
れ
た
政
治
的
環
境
に
基
づ
い
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
内
包
す
る
市
民
精
神
の
み
が
、

士
族
達
を
、
幕
藩
体
制
崩
壊
後
の
精
神
的
堕
落
か
ら
救
済
し
、
〈
市
民
〉
・
〈
国
民
〉
と
い
う
新
た
な
政
治
参
加
主
体
H

倫
理
的
主

体
と
し
て
、
〈
私
〉

の
存
在
様
式
を
再
一
編
成
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。



郷
土
愛
と
国
家
愛
の
融
合

し
か
し
、
土
佐
民
権
派
は
と
も
か
く
と
し
て
、
『
佳
人
之
奇
遇
』

の
主
人
公
の
場
合
、
会
津
藩
の
遺
臣
が
な
ぜ
維
新
政
府
と
自

ら
の
運
命
を
同
一
視
す
る
よ
う
な
、
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
得
た
の
か
。

散
士
の
弟
で
あ
る
柴
五
郎
は
、
西
南
戦
争
勃
発
の
折
を
回
想
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

三
月
二
十
七
日
、
四
朗
(
筆
者
注
、
散
士
を
指
す
)
兄
の
量
一
日
に
接
す

「
今
日
薩
人
に
一
矢
を
放
た
ざ
れ
ば
、
地
下
に
対
し
て
面
白
な
し
と
考
え
、

い
よ
い
よ
本
日
間
征
軍
に
従
う
た
め
出
発
す
。

凱
旋
の
日
面
会
す
べ
し
。
学
業
怠
る
な
か
れ
」

病
弱
の
四
朗
兄
、
床
を
蹴
つ
て
の
出
陣
な
れ
ば
、
ま
こ
と
に
心
痛
の
極
み
な
れ
ど
、
余
も
ま
た
征
西
の
士
山
、
胸
中
に
た
ぎ

(H) 

り
、
闘
志
炎
と
な
れ
る
醐
な
れ
ば
、
あ
え
て
兄
の
壮
途
を
止
め
ず

散
士
は
西
南
戦
争
に
際
し
て
、
亡
固
に
追
い
や
ら
れ
た
会
津
の
恨
み
を
晴
ら
す
べ
く
参
戦
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
は
同
時
に
新
政
府
に
荷
担
し
て
い
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
薩
長
で
あ
ろ
う
と
新
政
府
で
あ
ろ
う

没落士族のナショナリズム

と
、
会
津
の
敵
で
あ
る
点
で
は
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
田
愛
は
『
佳
人
之
奇
遇
』

に
つ
い
て
、
「
会
津
藩
へ
の
封

建
的
忠
誠
が
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
転
轍
さ
れ
た
よ
う
に
、

ス
ペ
イ
ン
の
辺
境
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
辺
境
へ
と
拡
大
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
カ
ル
リ
ス
タ
運
動
の
性
格
規
定
が
、
散
士
の

『
士
族
的
実
感
』
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
し
「
祖
国
の
独
立
を
希
求
し
て
や
ま
な
い
か
れ
ら
の

(
日
)

の
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、

『

U
4
Z
我
』

は
、
同
時
に
散
士
自
身
の
士
族
的
エ
ー
ト
ス
の
投
影
な

で
は
な
ぜ
散
士
は
「
会
津
藩
へ
の
封
建
的
忠
誠
が
日
本
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
」
な
ん
ら
の
葛
藤
を
と
も
な
う
こ
と
な
く
、
容
易
に
「
転
轍
」
し
得
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
不
明
の
ま
ま
で

13 



あ
る
。

14 

そ
し
て
、
散
士
、
そ
し
て
主
人
公
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
、
も
う
一
つ
分
か
り
に
く
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
郷
土
愛
と
国
家

愛
と
い
う
二
つ
の
帰
属
感
が
組
踊
を
き
た
す
こ
と
な
く
共
存
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
郷
土
愛
は
中
心
で
あ
る
自
分
か
ら
波
紋
状
に

広
が
っ
て
い
き
、
そ
の
濃
度
は
距
離
に
反
比
例
す
る
か
ら
、
郷
土
と
比
べ
て
抽
象
性
が
高
い
国
家
に
対
し
て
は
親
近
性
が
薄
か
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
郷
土
愛
は
国
家
愛
を
培
う
以
上
に
桂
桔
と
し
て
作
用
す
る
場
合
も
あ
る
。
国
家
愛
は
郷
土
愛
の

(
時
)

揚
棄
を
通
じ
て
自
ら
を
前
進
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
『
佳
人
之
奇
遇
』
の
、
王
人
公
の
場
合
、
故
郷
会
津
藩
の
滅
亡

を
経
験
し
た
自
分
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
国
家
の
危
機
を
常
民
以
上
に
深
刻
に
実
感
し
得
る
国
士
た
り
得
る
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、

ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。
主
人
公
に
お
い
て
は
、
滅
亡
し
た
郷
土
へ
の
愛
が
、
桂
袷
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
国
家
愛

に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
彼
は
自
身
が
体
験
し
た
会
津
滅
亡
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
漸
恨
の
念
こ
そ
が
、
自
ら
を
卓
越
し
た

ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
(
あ
る
い
は
、
近
代
的
市
民
・
日
本
国
民
)
た
ら
し
め
て
い
る
と
、
自
負
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
主
人
公
の
思
惟
様
式
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
『
住
人
之
奇
遇
』

に
一
諮
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
明
治
維
新
観
を
確

認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

将
軍
慶
喜
公
英
才
ヲ
以
て
国
歩
ノ
穀
難
ニ
当
リ
、
侯
伯
ト
旧
ヲ
解
キ
弊
政
ヲ
除
キ
国
権
ヲ
復
シ
、
以
テ
大
ニ
為
ス
所
ア
ラ

ン
ト
欲
ス
。
然
レ
ド
モ
病
膏
宵
ニ
入
リ
又
之
ヲ
如
何
ト
モ
ス
ル
能
ハ
ズ
。
遂
ニ
大
政
ヲ
奉
還
セ
ラ
レ
、
継
デ
我
公
(
筆
者
注
、

会
津
藩
主
、
松
平
容
保
を
指
す
)
又
職
ヲ
失
ヒ
京
師
ヲ
退
ク
ニ
至
ル
。
而
シ
テ
当
時
世
人
却
テ
我
ヲ
攻
ム
ル
ニ
覇
府
ヲ
保
庇
シ

維
新
ノ
帝
業
ヲ
妨
グ
ル
モ
ノ
ト
ナ
シ
、
朝
廷
我
ヲ
罪
ス
ル
ニ
禍
心
ヲ
包
蔵
シ
テ
帝
命
ニ
抗
ス
ル
モ
ノ
ト
ナ
シ
、
哀
願
途
絶
へ

愁
訴
計
究
リ
、
錦
旗
東
征
我
境
ヲ
圧
ス
。
(
中
略
)
此
レ
一
一
一
雄
藩
ノ
陽
一
一
。
幼
主
ヲ
擁
シ
テ
陰
ニ
私
怨
ヲ
報
ズ
ル
ノ
ミ
ト

主
人
公
に
言
わ
せ
れ
ば
、
江
戸
幕
府
そ
し
て
会
津
藩
も
ま
た
近
代
国
家
建
設
の
た
め
に
努
力
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

も

か
か
わ
ら
ず
「
一
二
雄
藩
」
、

つ
ま
り
薩
摩
と
長
州
が
「
私
怨
L

を
は
ら
す
た
め
に
、
幕
藩
体
制
を
崩
壊
に
導
い
た
と
い
う
こ
と



に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
明
治
維
新
観
は
、
前
掲
の
弟
、
柴
五
郎
の
手
記
に
描
か
れ
た
、
散
士
の
父
親
の
「
や
れ
や
れ
会
津
の
乞
食

藩
士
ど
も
下
北
に
餓
死
し
て
絶
へ
た
る
よ
と
、
薩
長
の
下
郎
武
士
ど
も
に
笑
わ
れ
る
ぞ
、
生
き
抜
け
、
生
き
て
残
れ
、
会
津
の
国

(
げ
)

辱
注
ぐ
ま
で
は
生
き
て
あ
れ
よ
L

と
い
う
言
葉
か
ら
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
会
津
士
族
に
共
有
さ
れ
た
明
治
維
新
観
で
あ
っ
た

わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
主
人
公
の
歴
史
認
識
に
お
い
て
、
国
家
と
い
う
存
在
の

抽
象
度
の
高
さ
こ
そ
が
、
郷
土
愛
と
国
家
愛
を
共
存
さ
せ
る
方
向
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
会
津
と
薩
摩
や
長
州
は
抽
象

度
か
ら
言
え
ば
同
じ
レ
ベ
ル
に
属
し
て
お
り
、
相
対
的
に
等
価
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
引
き
替
え
国
家
と
は
、
散
士
に
と
っ
て
、

会
津
も
薩
摩
、
長
州
も
、
一
二
百
余
州
す
べ
て
を
包
摂
す
る
、
も
う
一
つ
抽
象
度
の
高
い
観
念
な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
国
家

は
郷
土
と
対
立
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
中
に
内
包
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
此
レ
一
一
一
雄
藩
ノ
陽
ニ
幼
主
ヲ
擁

シ
テ
陰
ニ
私
怨
ヲ
報
ズ
ル
ノ
ミ
ト
」
と
い
う
言
辞
が
示
す
よ
う
に
、
主
人
公
に
と
っ
て
故
国
会
津
を
滅
亡
に
導
い
た
の
は
、
国
家

で
は
な
く
相
対
的
に
対
立
し
得
る
薩
摩
で
あ
り
長
州
で
あ
る
。
会
津
滅
亡
は
国
家
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
薩
長
の
私

欲
と
謀
略
の
結
果
な
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
薩
長
が
「
私
怨
」
に
囚
わ
れ
た
結
果
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
倫
理
的
規
範
に
反
す

る
出
来
事
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
引
用
し
た
会
津
藩
「
主
将
L

の
、
「
神
州
ノ
為
メ
ニ
生
命
ヲ
鋒
鏑
ニ
委
シ
、

而
シ
テ
是
非
正
邪
ヲ
死
後
ニ
定
メ
ン
ニ
ハ
若
カ
ズ
」
と
い
う
言
葉
も
、
以
上
の
よ
う
な
明
治
維
新
観
と
呼
応
し
て
い
る
。
藩
士
が

没落士族のナショナリズム

生
き
残
り
、
国
家
の
た
め
に
身
を
投
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
会
津
藩
が
国
家
的
障
害
と
し
て
滅
亡
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
論
理
が
、
こ
の
一
言
葉
の
背
景
に
は
あ
る
。

散
土
の
主
観
は
措
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
思
惟
様
式
は
、
郷
土
愛
と
国
家
愛
の
共
存
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
。
会
津
藩
へ

の
忠
誠
は
、
そ
の
裏
返
し
で
あ
る
薩
長
へ
の
恨
み
と
し
て
実
現
す
る
一
方
、
喪
失
し
た
倫
理
的
主
体
と
し
て
の

〈
私
〉
を
、
国
家

と
の
関
わ
り
の
中
で
再
編
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
『
佳
人
之
奇
遇
L

に
お
い
て
は
、
か
つ
て
そ
こ
に
帰
属

し
た
、
そ
し
て
す
で
に
滅
亡
し
た
会
津
と
、
現
在
帰
属
す
る
、
そ
し
て
ム
長
滅
亡
す
る
か
も
知
れ
な
い
日
本
国
家
が
、
入
れ
子
式

1う



に
配
列
さ
れ
、
二
つ
の

〈
内
な
る
国
境
〉
が
情
緒
の
レ
ベ
ル
で
融
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
佳
人
之
奇
遇
』

に
描
か
れ
た
市
民

16 

精
神
、
あ
る
い
は
国
民
観
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
事
情
が
複
雑
し
絡
み
合
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

政
治
参
加
主
体
H

倫
理
的
主
体
と
し
て
の
〈
私
〉
を
希
求
す
る
主
人
公
の
存
在
様
式
そ
れ
自
体
こ
そ
が
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
も

う
一
つ
の
政
治
性
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注(1) 

(
2
)
 

『
文
義
春
秋
』
昭
和
一
二

0
・
四
l
一
一
二
・
一
二
月
、
引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
一
七
巻
中
央
公
論
社

絵
入
自
由
出
版
社
明
治
一
五
・
八
月
l
一
六
・
二

『
自
由
燈
』
明
治
一
七
・
一
一
一

l
一
八
・
四
、
以
下
の
引
用
は
「
明
治
文
学
金
集
』
5

民
友
社
明
治
三
四
年
五
月
引
用
は
岩
波
文
庫

昭
和
四
三
・
三

3 

筑
摩
書
一
房

昭
和
田
二
・
八

4 5 

五
車
楼

伊
藤
成
彦
訳
『
ル
カ
!
チ
著
作
集
』

3

・
臼
水
社
一
九
八
六
・
一

O
月

博
文
堂
明
治
一
八
・
一

o
l一二
0
・一

O
、
引
用
は
前
掲
『
明
治
文
学
金
集
』

6

「
民
権
文
学
の
先
見
性
L

「
日
本
文
学
』
一
九
八
四
・
二

安
丸
良
夫
寸
民
権
運
動
に
お
け
る
『
近
代
』
」
『
日
本
近
代
思
想
体
系
』
岩
波
書
応

可
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
五
二
・
一
一
一

引
用
は
『
明
治
文
化
全
集
』
第
四
巻
日
本
評
論
社
昭
和
三
・
七

こ
の
文
献
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
越
知
治
雄
『
近
代
文
学
成
立
期
の
研
究
』
(
岩
波
書
庖

慶
応
義
塾
出
版
局
明
治
五
・
二
l
九
・
二
、
引
用
は
岩
波
文
庫

石
光
真
人
編
著
『
あ
る
明
治
人
の
記
録
』
中
公
新
書
一
九
七
一
・
五

守
近
代
日
本
の
文
学
空
間
』
新
徳
社
昭
和
五
八
・
六

一
九
八
四
・
六
)
に
一
言
及
が
あ
る
。

明
治
四
三
・
五

6 7 

昭
和
四
二
・
八

8 (
9
)
 

(
印
)

(
日
)

(ロ)
(
日
)

(
は
)

(
江
川
)

一
九
八
九
・
一
一
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丸
山
前
掲
玄
白

日
)
と
同
じ

17 


